
 

令和５年度土地鑑定委員会(第3回)議事要旨 

1. 開催日時 

令和5年7月6日（木） 10:00 ～ 12:00 

2. 場所 

国土交通省会議室（中央合同庁舎第3号館8階 特別会議室） 

3. 出席者 

・土地鑑定委員会(敬称略) 

（委員長）横山美夏 

（委 員）浅見裕子、川添義弘、河端瑞貴、坂本圭、杉浦綾子、永山篤史 

・土地鑑定委員会事務局 

中田裕人大臣官房土地政策審議官、川野豊不動産・建設経済局次長、小玉典彦地価調査課長、 

小野寺卓地価公示室長、中西貴子鑑定評価指導室長、石島彬仁地価調査企画調整官 

佐藤潤一地価調査課課長補佐 他 

4. 議題 

【審議事項】 

(1)  委員長互選 
(2) 委員長代理及び指名委員の指名 

(3) 議事録署名人の選任 

【報告事項】 

(1) 土地鑑定委員会の概要について 

(2) 令和５年度土地鑑定委員会開催日程について 

 

5. 議事等 

【審議事項】 

(1)  委員長互選 

地価公示法第16条第1項（別紙1）に基づき、委員の互選により、横山美夏委員が委員長に 

選任された。 

 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00034.html 

(2) 委員長代理及び指名委員の指名 

地価公示法第16条第1項（別紙1）に基づき、委員長により、川添義弘委員が委員長代理に 

指名された。 

 また、土地鑑定委員会運営規則第8条（別紙2）に基づき、委員長により、川添義弘委員、坂

本圭委員、杉浦綾子委員の3名が不動産鑑定士試験における不動産鑑定理論及び評価実務に関

する試験問題を事前に調査・検討する委員に指名された。 

(3) 議事録署名人の選任 

土地鑑定委員会運営規則第7条（別紙2）に基づき、委員長により、永山篤史委員が議事録署   

名人に選任された。 



 

【報告事項】 

(1) 土地鑑定委員会の概要について 

地価公示制度及び不動産鑑定士試験の実施、不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の現状・監督 

について、事務局から説明を行った。 

(2) 令和5年度土地鑑定委員会開催日程について 

令和5年度土地鑑定委員会（第4回～第8回）の日程について、別紙3に基づき事務局より 

          報告を行った。 

以上  
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土地鑑定委員会運営規則 

 

 

昭和 44 年７月 14 日 

土地鑑定委員会決定 

 

改正 平成 13 年 10 月 10 日 

改正 平成 19 年６月 14 日 

                        改正 平成 29 年２月 27 日 

                       改正 平成 29 年 10 月 13 日 

 

 

（規則の適用） 

第一条 土地鑑定委員会（以下「委員会」という。）の運営に関しては、地価公

示法施行令（昭和四十四年政令第百八十号）に規定するもののほか、この規則

の定めるところによる。 

 

（会議の招集の通知） 

第二条 委員長は、やむを得ない場合のほか、委員会の会議の三日前まで会議の

日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。 

 

（欠席） 

第三条 委員は、招集を受けた場合において、事故のため出席できないときは、

あらかじめ、その旨を委員長に申し出なければならない。 

 

（書面による議事） 

第四条 委員長は、やむを得ない事由により委員会の会議を開く余裕のない場合

においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は

賛否を問い、その結果をもって委員会の議決に代えることができる。 

 

（議長） 

第五条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

 

（試験委員） 

第六条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に試験委員の出席を求め、

その意見をきくことができる。 

 

 

別紙２ 



 

 

（議事録等の作成及び公開） 

第七条 委員会の会議については、次の各号に定める事項を記載した議事録を作 

成するものとする。 

 一 日時及び場所 

 二 委員の現在員数、出席者数及び出席者氏名 

 三 審議事項及び議決事項 

 四 議事の経過の概要及びその結果 

 五 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、委員長及びその会議において選任された議事録署名人１人以上

が、署名及び押印をするものとする。 

３ 委員会については、地価公示の適正な実施、不動産鑑定士試験の公正な実施

及び不動産鑑定士に対する懲戒処分への公正かつ中立的な意見具申のため、会

議及び議事録は非公開とする。ただし、議事要旨は、速やかに公開するものと

する。 

４ 議事録について開示請求があったときには、行政機関の保有する情報の公開

に関する法律（平成 11 年５月 14 日法律第 42 号）及び行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 58 号）の規定に基づき、

開示する。 

 

（特定の事項についての調査） 

第八条 委員長は、必要と認めるときは、特定の事項について、委員長の指名す

る委員に調査させることができる。 

 

（専決処理） 

第九条 委員長又は委員は、別に定めるところにより、委員会、委員長及び小委

員長に属する権限について専決することができる。 

 

（補則） 

第十条 この規則に定めるもののほか、委員会の運用に関し必要な事項は、委員

長が決める。 

 

附 則 

この規則は、昭和 44 年７月 14 日から施行する。 

 

附 則 

改正後の規則は、平成 13 年 10 月 10 日から施行する。 

 

附 則 

改正後の規則は、平成 19 年６月 14 日から施行する。 

 

        附 則 

改正後の規則は、平成 29 年２月 27 日から施行する。 

 

附 則 

改正後の規則は、平成 29 年 10 月 13 日から施行する。 



 
 

 
        令和５年度土地鑑定委員会開催日程 

 

 

第１回 令和５年４月２１日（金）13:30～15:30 
〔予定議題〕 

・令和５年不動産鑑定士試験短答式試験の応募状況について 
・実務修習の結果報告について 
・令和６年地価公示年間計画について 

    ・令和６年地価公示鑑定評価員の応募状況等について 
    ・取引事例アンケート調査の実施状況等について 
     

【令和５年５月２１日（日）令和５年不動産鑑定士試験短答式試験】 
 
    
第２回 令和５年６月１６日（金）13:30～15:30 

〔予定議題〕 
・令和５年不動産鑑定士試験短答式試験合格者の決定について 
・令和５年不動産鑑定士試験論文式試験問題の決定について 
・令和６年不動産鑑定士試験短答式試験委員の推薦等について  
・令和６年地価公示標準地の設定方針について 

    ・令和６年地価公示鑑定評価員等の委嘱について 
    ・最近の地価動向 
 

  【令和５年６月２８日（水）（予定）令和５年不動産鑑定士試験短答式試験合格発表】 
 

第３回 令和５年７月６日（木）10:00～12:00 
〔予定議題〕 

・委員長互選 
・委員長代理及び指名委員の指名 
・議事録署名人の選任 
 

【令和５年８月５（土）～８月７（月）令和５年不動産鑑定士試験論文式試験】 
 
第４回 令和５年１０月１６日（月）13:30～15:30 

〔予定議題〕 
・令和５年不動産鑑定士試験論文式試験合格者の決定 
・令和６年地価公示標準地の点検結果の状況 
・令和５年都道府県地価調査 
・現地調査の行程 

  
【令和５年１０月２０日（金）（予定） 令和５年不動産鑑定士試験論文式試験合格発表】 

 
第５回 令和５年１１月１３日（月）（時間未定） 

    〔予定議題〕 
・現地調査（場所未定） 

 
第６回 令和５年１２月４日（月）10:00～12:00 

〔予定議題〕 
・令和６年地価公示標準地の決定   

        ・令和６年不動産鑑定士試験実施計画及び受験案内  
・令和６年不動産鑑定士試験論文式試験委員の推薦 

 
第７回 令和６年１月１９日（金）13:30～15:30 

〔予定議題〕 
・令和６年地価公示標準地の選定替 
・令和６年地価公示標準地の価格の審査調整方針 
・令和７年地価公示鑑定評価員の応募要領 
・令和６年地価公示に係る作業状況 
・令和６年度地価公示予算 

 
第８回 令和６年２月２１日（水）13:30～15:30 

〔予定議題〕 
・令和６年地価公示（案） 
・令和６年不動産鑑定士試験短答式試験問題の決定    
・令和６年度土地鑑定委員会の日程 

 
【令和６年３月下旬 令和６年地価公示公表】 

別紙３ 


